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令和８年度 袋井市自主（連合）防災隊長会議 

日 時：令和８年４月18日（土）午前９時30分から  

場 所：メロープラザ 

次   第 

１ 開会   

２ 市民憲章唱和 

３ 永年勤続退任者等への感謝状・表彰状の贈呈 ・・・ 資料１Ｐ３ 

（１）永年勤続退任者  

（２）優良自主防災隊  

４ 市長挨拶 

５ 来賓挨拶 

（１）袋井市自治会連合会  会長 朝比奈 馨  様 

（２）袋井市消防団 団長 梅若 充記 様 

６ 消防団の状況について ・・・ 資料１Ｐ４、Ｐ５ 資料２  

７ 防災説明会  

（１）令和８年度の自主（連合）防災隊の活動について ・・・ 資料１Ｐ６～Ｐ37                         

（２）静岡県・磐田市、袋井市、森町総合防災訓練の実施方針について ・・・ 資料３  

（３）袋井市医療救護計画の見直しについて（健康未来課） ・・・ 資料４  

（４）袋井市原子力災害広域避難計画の概要について ・・・ 資料５  

（５）新たな防災気象情報について ・・・ 資料６  

８ 閉会 

～ 会場移動 ～ 

９ 可搬ポンプ・ろ水機取扱い講習会   

 ・ろ水機講習会（30分×２回） メロープラザ東側 ワークテラス（雨天：浅羽支所北側  車庫棟） 

  ・可搬ポンプ講習会（30分×２回） メロープラザ北側 駐車場（雨天：浅羽分署）     

～ 終了後 解散 

資料１ 
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袋 井 市 民 憲 章 

                                 （平成18年４月１日制定） 

 

わたくしたちは、豊かな自然と文化に恵まれている郷土に誇りをもち、 

人も自然も美しい健康文化都市をめざして、この憲章を定めます。 

 

１ きまりを守り 住みよいまちをつくります 

 

１ 思いやりの心で人に接し 明るい家庭をきずきます 

 

１ 心と体をきたえ 働く喜びをわかちあいます 

 

１ 教養を豊かにし 文化の向上につとめます 

 

１ 郷土を愛し 美しい環境をつくります 
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３ 永年勤続退任者等への感謝状・表彰状の贈呈  

（１）永年勤続退任者への感謝状の贈呈  

自主連合防災隊長、自主防災隊長又は地域防災指導員を通算５年以上お務めになり退任された方 
 

氏 名 勤続年数 職歴 

古川 伸一郎 

（ふるかわ しんいちろう） 
24 年 

・浅羽西地域防災指導員（23 年） 

・富里上自主防災隊長（１年）  

 

（２）優良自主防災隊への表彰状の贈呈  

自主的かつ積極的な防災活動を行い、地域防災力の強化に貢献している模範的な自主防災隊  

地 区 自主防災隊 活 動 内 容 

高 南 清水町 
自宅から避難場所までの危険箇所の確認や独自の多様な訓練の実施

により防災力の向上に努めた。 

豊 沢 神長南・中・北 
救護訓練用人形「カミナガ君」を製作し、地域で訓練の実施により

防災力の向上に努めた。 

愛 野 上石野 
毎月の機器の点検・訓練に加えボランティアと協働した訓練の実施

により防災力の向上に努めた。 

袋井西 西 田 
マンホールトイレなどトイレ問題の検討及び炊き出し訓練の実施に

より防災力の向上に努めた。 

袋井東一 上貫名 
要支援者・配慮者マップの作成と活用や公会堂や地域内施設の機能

調査及び避難所の確保、持続可能な防災組織の構築に努めた。 

浅羽南 太郎助 
地域内で発生した車両火災に対し、初期消火活動により延焼の抑制

につなげた。 
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６ 消防団の状況について 

 

消防団は地域住民で構成され、消防本部・消防署・自主防災隊などと連携しながら活動しています。 

 消防団員は本業を持ちながら、平常時・非常時を問わず地域の代表として、火災をはじめとする災害

対応や地域の安全確保に努めています。  

 近年は、全国的な人口減少・少子化や就業形態の多様化などの社会情勢の変化により、消防団員数が

減少しており、本市においても、地域の防災力の維持・強化につなげるために、消防団員の確保対策は

重要な事項であり、計画的に取り組む必要があります。  

 

＜これまでの経過＞ 

令和３年度から３年間、「袋井市消防団充実強化検討会」により、消防団員の処遇改善をはじめ、出動報酬の創設、 

団員本人への直接支給、消防団のプロモーションによる理解の促進などの検討を行い、導入、推進を図りました。  

  令和６年度から２年間、「袋井市消防団組織最適化検討会」、自治会連合会長、自治会長などにご意見をいただき、 

「条例定数」、「年齢」、「機能別消防団員制度」、「分団の統合」の検討を行い、「袋井市消防団組織最適化計画

（令和８年度から 17 年度）」を策定しました。  

 

＜取組の推進＞ 

  今後、袋井市消防団組織最適化計画で定めた「定数」、「年齢」、「機能別消防団員」、「分団の統合」の４つの  

方策について、時代の変化や地域のニーズに即応するため、消防団本部及び各分団、地域（自治会連合会・自治会）  

と継続的に情報の共有、報告や意見交換を行い、その結果を踏まえ適切に推進します。      

  併せて、企業・事業所や消防本部など関係機関と連携・協力し、実効性の高い取組の実現を図ります。  
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(単位：人）

分団名 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度

袋井1 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 38 37 38 35 袋井、川井、袋井西、田原、方丈

袋井2 40 40 40 41 40 40 40 40 41 40 40 40 40 40 40 41 40 駅前、高尾、高南

袋井3 40 40 40 40 40 40 41 40 41 40 40 40 41 40 36 29 28 豊沢、愛野

袋井4 40 40 40 40 40 40 43 40 37 31 31 34 34 31 31 33 37 袋井北、袋井北四町

袋井5 40 40 40 40 40 40 40 40 39 38 35 31 27 30 40 40 38 袋井東一、袋井東二

袋井6 40 40 40 40 40 40 41 40 40 40 40 41 40 37 32 23 36 今井

袋井7 40 40 41 40 40 40 40 41 41 38 35 32 28 26 20 20 19 三川

袋井8 40 40 40 40 40 35 30 33 33 35 34 34 34 28 23 22 24 笠原

袋井9 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 40 40 43 44 上山梨、下山梨、宇刈（春岡）

袋井10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 34 29 25 23 28 24 23 27 宇刈（春岡を除く）

浅羽1 33 34 40 41 40 40 33 32 29 19 21 24 20 16 19 20 21

浅羽2 17 23 28 22 29 32 30 30 35 38 38 35 34 34 34 31 29 浅羽北（浅名・豊住）

浅羽3 42 39 40 36 33 33 26 28 25 25 24 23 19 18 20 23 18 浅羽西

浅羽4 35 40 40 38 39 36 34 35 34 31 27 25 23 22 21 24 28 浅羽東

浅羽5 26 27 26 31 29 55 38 36 30 34 29 29 25 18 8 11 11 浅羽南

浅羽6 22 21 19 24 24

女性 9 13 15 11 8 10 9 10 10 10 11 10 10 12 11

本部 32 32 31 30 31 30 30 31 31 32 33 33 34 34 34 37 37

合計 607 616 634 636 640 632 594 596 585 565 546 536 514 490 469 470 483

前年比 － 9 18 2 4 △ 8 △ 38 2 △ 11 △ 20 △ 19 △ 10 △ 22 △ 24 △ 21 1 13

浅羽北（諸井・浅羽・浅羽山の手・
浅羽南）

令和８年４月１日現在

自治会連合会

◆消防団員数の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

将来にわたり消防団活動を維持していくため、地元分団の勧誘など日頃の活動へのご支援、ご協力を

よろしくお願い申し上げます。  
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７ 防災説明会 

（１）令和８年度の自主（連合）防災隊の活動について  

＜年間スケジュール＞ 

№ 日程  時間  行事名  会場  対象  概要  

１ 
４月18日 

（土）  

9:30 

～

11:00 

自主（連合）防災隊長  

会議  

メロープラザ  

自主連合防災隊長  

自主防災隊長  

地域防災指導員  

他 

令和８年度の計画や防災

訓練についての説明ほか  

11:00 

～

12:00 

可搬ポンプ・ろ水機  

取扱講習会  

可搬ポンプ、ろ水機の取

扱いの説明  

２ 
６月７日  

（日）  

9:00 

～

12:00 

土砂災害防災訓練  笠原地区  笠原地区の皆様  

土砂災害に対する避難訓

練、講習会の実施  

３ 
７月４日  

（土）  

9:30 

～

11:30 

防災訓練説明会  メロープラザ  

自主連合防災隊長  

自主防災隊長  

地域防災指導員  

他 

8/30（日）に実施予定の  

袋井市総合防災訓練につ

いての説明  

４ 
７月24日 

（金）  
調整中  

静岡県・磐田市・袋井市

・森町総合防災訓練  

第１回全体会議  

磐田市民文化会館

「かたりあ」  
関係団体  

11/15（日 )に実施予定の

静岡県・磐田市・袋井市・

森町総合防災訓練につい

ての説明  

５ 
８月30日 

（日）  

9:00 

～

12:00 

袋井市総合防災訓練  市内全域  
全自主防災隊  

（市民）  

各種訓練（屋内中心）の  

実施（Ｐ８、Ｐ９参照）  
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№ 日程  時間  行事名  会場  対象  概要  

６ 
10月中旬  

（予定）  
調整中  

静岡県・磐田市・袋井市

・森町総合防災訓練  

第２回全体会議  

調整中  関係団体  

11/15（日 )に実施予定の

静岡県・磐田市・袋井市・

森町総合防災訓練につい

ての説明  

７ 
11月15日 

（日）  

8:00 

～

12:00 

静岡県・磐田市・袋井市

・森町総合防災訓練  
市内各所  

全自主防災隊  

（市民）  
各種訓練の実施  

８ 
12月６日  

（日）  

9:00 

～

12:00 

地域防災訓練  
市防災センター  

（災害対策本部）  
危機管理部  

市内一斉の訓練は行いま

せん。  

※ 自主（連合）防災隊が  

計画する独自訓練は実  

施できます。  

９ 

１月下旬

～ 

２月上旬  

（予定）  

調整中  静岡県原子力防災訓練  調整中  
浅羽西地区  

浅羽北地区  

住民避難訓練、避難退域

時検査場所運営訓練など

の実施  

10 
３月７日  

（日）  
調整中  津波避難訓練  浅羽海岸沿岸地域  浅羽南地区  他  

津波避難行動及び避難経

路の確認などの実施  

 

 

【お願い】 事業日程や内容は、年度の途中で変更となる場合がありますので、ご了承ください。 
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＜総合防災訓練の訓練項目＞  

総合防災訓練は、いざというときに備える大切な機会です。  

訓練を通じて、一人ひとりの備え（自助）や地域の助け合い（共助）を確認するとともに、関係機関

との連携を深めることを目的に、防災意識を高め、災害への備えを促す「防災週間」の８月30日（日）

に実施します。 

なお、熱中症対策のため、屋内（空調のある会場）を中心に、防災対策の確認や、知識の習得を行い

ます。暑さ対策として飲み物の持参、こまめな休憩の実施などにご協力ください。  

 

自主連合防災隊単位で支部や避難所等（屋内）を会場として実施する訓練の例 

№ 項  目 概    要 

１ 応急救助訓練 

袋井消防本部や中東遠総合医療センターなどに講師を

依頼し、災害時に負傷者が発生した際、最も身近な人が、

止血・冷却・固定・心肺蘇生など適切な対応ができるよう

行う。 

２ 重量排除救助訓練 

袋井消防本部を講師として招き、地震等で倒壊した建物

やブロック塀などの重量物に挟まれた人を応急的に救出

する方法を学ぶ。 

３ 避難所設営訓練 
 市指定避難所にて避難所の設営やマニュアル・レイアウ

トの確認・更新を行う。 

４ 簡易トイレ取扱訓練 
 災害時、水道等が止まると真っ先に困るトイレ対策とし

て、簡易トイレの使い方や管理方法など取扱訓練を行う。 

５ 防災学習・防災啓発 

家具等の固定、水害への備え、外国人支援など各支部及

び袋井市災害対策本部の班と連携した防災学習・防災啓発

を行う。（R7は上山梨支部で外国人支援訓練を実施）  

６ ペット同行避難訓練 

 避難所にペットを連れて避難された方への対応方法や

事前に用意しておくものなどを、静岡県中部保健所に講師

を依頼し、講義を行う。 
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自主防災隊単位で公会堂等（屋内）を会場として実施する訓練の例 

№ 項  目 概    要 

１ 安否確認実施方法の確認・意見交換  

地震等の発災時に迅速かつ確実に住民の安否を確認で

きるよう、班ごとに行っている安否確認の手順や、報告方

法の統一・改善、自主防災隊が全班の取りまとめを行い報

告するため、より実践的で分かりやすい運用方法を自主防

災隊役員、班長などが確認、検討する。 

２ 応急手当訓練 
災害時に負傷者が発生した際、最も身近な人が、止血・

冷却・固定・心肺蘇生など適切な対応ができるよう行う。 

３ 避難所設営訓練 
 公会堂にて避難所の設営やマニュアル・レイアウトの確

認・更新を行う。 

４ 簡易トイレ取扱訓練 
 災害時、水道等が止まると真っ先に困るトイレ対策とし

て、簡易トイレの使い方や管理方法など取扱訓練を行う。 

５ 地域内の危険個所、避難ルートの確認  
災害時は、普段と違い通行できない場所があることから

危険箇所や避難時に役立つ情報等を共有、確認する。 

６ 防災学習・防災啓発 

 ハザードマップ、静岡県総合防災アプリ「静岡県防災」 

、「重ねるハザードマップ」（国土地理院）、「地域防災  

Web（あなたの地域を知ろう）」（防災科学技術研究所）等

で地域の災害の危険性や避難場所等を確認・共有する。 

７ 避難行動要支援者の避難支援訓練  
避難行動要支援者の避難計画について、避難場所や市指

定避難所までの行動支援について、確認と更新を行う。  

 

※  従来実施していた市への報告を行う 

「安否確認・報告訓練」や「被害状況調査・報告訓練」は、実施いたしません。 
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＜提出（報告）をお願いする書類と期限＞ 

№ 提出期限 提出物 提出先 対象 様式集 

１ 

５月18日（月） 

 

自主防災隊活動計画書 

※ 計画書に記載されている訓練が  

補償の対象となります。  

 

危機管理課  

又は  

浅羽支所市民サービス課  

自主防災隊長  

Ｐ１  

２ 

 

自主防災隊保有資機材一覧表  

 ※ 自主防災隊で作成された任意の  

様式での提出もできます。  

 

Ｐ３、４  

３ ３月15日（月） 自主防災隊活動報告書 Ｐ５  

４ 

必要な時  

（随時）  

水消火器借用申請書 

自主防災隊長 

他 

Ｐ19 

５ 
可搬ポンプ、ろ水機等修理依頼書  Ｐ20 

６ 
防災講話申込書 Ｐ21 

 

【注意】 

№１～３の書類については、自主連合防災隊長がとりまとめて提出する地区があります。  

ご確認いただき、ご提出をお願いいたします。  
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＜自主防災対策事業補助金関係＞  

 令和７年度に提出していただいた計画書に基づき、予算の範囲内で内示をさせていただきました。  

 次のとおり補助金の手続きをお願いするとともに、次年度（令和９年度）の計画書の提出についても  

お願いいたします。 

 

令和８年度の手続き  

№ 提出期限  提出物  提出先  対象  

１ ５月18日（月） 

 

袋井市自主防災対策事業補助金交付申請書  

※ 令和８年４月10日付内示通知書に同封した申請書  

 
危機管理課  

又は  

浅羽支所  

市民サービス課  

・自主連合防災隊長  

・自主防災隊長  

※ 該当する隊のみ  

２ 10月２日（金） 

 

※  市から補助金交付決定通知書が届いたら、資機材

を購入をお願いします。資機材購入後の手続きです。 

 

自主防災対策事業補助金「事業実績報告書」及び

「補助金請求書」 

 

 

令和９年度に向けた手続き  

№ 提出期限  提出物  提出先  対象  

１ ９月18日（金） 

 

袋井市自主防災対策事業補助金  

「令和９年度購入計画書」  

 

危機管理課  

又は  

浅羽支所  

市民サービス課  

・自主連合防災隊長  

・自主防災隊長  

※ 希望する隊のみ  

 

【注意】 令和９年度購入計画書のご提出がない場合は、令和９年度に補助金の活用はできません。  

ご了承ください。 
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令和８年度自主防災対策事業補助金 補助対象資機材例 

No.28 No.29 

No.27 No.26 

№６  №７ 

№41 №47 

※１基準（上限）額は、目安となる金額（税込）です。  

※２カタログは「社会福祉法人  東京都葛飾福祉工場（ 2025-2026）」

です。・【補助対象とならない資機材の例】  
 草刈り機、机、椅子、テレビ、DVD レコーダー、じゅうたん、ストーブ、 

 扇風機、デジタルカメラ など  
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＜静岡県第４次地震被害想定の概要＞ 

 

 ♦南海トラフ地震のレベル２ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発生する頻度はきわめて低いが、発生すれば甚大な被害をもたらす、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの

地震及び津波による被害を想定したもの。 
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＜大規模災害発生時における自主防災隊の活動について＞ 

 

◆自主防災隊の必要性 

地震や風水害から命を守るためには、普段から十分な対策を講じておかなければなりませんが、災

害が発生時には、個人や家族の力だけでは限界があります。 

このような時、毎日顔を合わせている隣近所の人達が集まり協力し合いながら、防災活動に組織的

に取り組むことが必要であり、災害発生時だけでなく、日ごろから地域の皆さんが一緒になって防災

活動に取り組むための組織が「自主防災隊」です。 

 

◆自主防災隊の役割 

自主防災隊は、大規模な災害が発生した際、地域住民が的確に行動し被害を最小限にするために日

頃からの備えを行い、実際に災害が発生した際には、住民の安否確認、避難所の運営といった活動を

行うなど、非常に重要な役割を担っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日頃からの備え 

災害発生時 

活動イメージ（例） 
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◆自主防災隊等の参集 

大規模災害発生時に「袋井市災害対策本部」を袋井市防災センターに開設します。それと同時に、

市内に「市災害対策本部の支部」を開設します。 

「市災害対策本部の支部」には、市職員が配置されるほか、自主連合防災隊長と地域防災指導員に

も参集していただき、市と自主防災隊との間の連絡調整をしていただきます。  

 

 Case１ 市内で、震度４以上の地震を観測したとき  

     ※ 市役所と浅羽支所に設置している震度計の計測により、同報無線放送及び「メローねっと」  

配信やテレビ等で袋井市の震度階級として発表されます。  

  

Case２ 市全域にわたって大きな災害が発生し、若しくは発生のおそれのあるとき  

又は、全域でなくても被害が特に甚大と予想され、市災害対策本部及び各支部が開設されたとき 

     ※ 市災害対策本部及び支部が開設されたときは、同報無線放送及び「メローねっと」配信や、 

自主連合防災隊長経由での電話連絡をします。 
 

Case３ 市災害対策本部、各支部が開設したとき 

     ※ 同報無線放送及び「メローねっと」配信や自主連合防災隊長経由で電話連絡をします。 
 

 

 

 

 

 

 

※ 各種気象情報（警報や避難情報等）や災害対策本部及び支部の開設状況は、メローねっと（袋井市  

情報配信サービス）で配信します。事前にメローねっとの登録をお願いします。 

 

自主防災隊による活動は共助によるものであり、 

ご自身やご家族の安全を確保したうえでの活動をお願いいたします。 
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＜自主連合防災隊長・地域防災指導員・自主防災隊長の活動＞ 

 

◆自主連合防災隊長及び地域防災指導員 

① 管内の各自主防災隊との連絡調整 

② 各自主防災隊からの被害情報収集及び管内の被害状況の把握  

③ 市災害対策本部の支部との連携 

④ 自主防災隊と災害対策本部の支部との間で、双方の要望・依頼の調整  

⑤ 袋井市災害対策本部及び支部の災害対応への助言 

⑥ 避難所の管理運営 

⑦ その他災害対応に必要な事項 

※ 自主連合防災隊長が、自治会連合会長を兼務していない地区については、事前に自治会連合会長と  

参集基準及び対応内容等について協議、確認を行っていただきますようお願いいたします。 

 

◆自主防災隊長 

① 班単位の安否確認実施及び安否情報の収集 

② 初期消火、救出・救助活動 

③ 負傷者等の応急救護、救護所への搬送 

  ※ 負傷者の救護所への搬送は自主防災隊で行っていただき、処置の終了、帰宅までの間、必ず 

誰かが付き添ってください。 

④ 管内の被害情報の収集及び把握 

⑤ 管轄する市災害対策支部への被害状況の報告 

※ 被害がない場合もその旨を報告してください。 

「被害状況報告書 様式第８-２号（別冊様式集Ｐ13）」に詳細な情報（被災者氏名、被害状況  

など）を記入し、伝令等（無線連絡可）により「市災害対策本部の支部」に参集している自主連  

合防災隊長へ報告をお願いします。 

⑥ 避難行動要支援者の避難支援 

  「袋井市避難行動要支援者計画（個別計画）」に従い要支援者の安否確認を行ってください。 
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⑦ 必要に応じた避難活動 

自治会内で、市指定避難所への避難が必要な方がいる場合は避難する時に、「避難者人員報告書  

様式第８-１号（別冊様式集Ｐ11）」にて、「市災害対策本部の支部」に参集している自主連合防

災隊長へ報告をお願いします。 

家屋の倒壊等の恐れがなく、自宅で生活する場合は、市指定避難所へ避難を促す必要はありませ

んが、自宅で避難生活を送る住民の情報を把握していただき、支援が必要な場合は、袋井市災害対

策本部の支部へ連絡をお願いします。 

⑧ 避難所の管理運営 
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＜自治会の班単位等の安否確認について＞ 

 

◆班単位等の安否確認のねらい 

大規模地震発生時に、いち早く住民の皆さんの安否確認や救出･救助を行うには、顔の見える関係を生

かした自治会の班単位等で安否確認を実施することが効果的であることから、自治会の班ごとに集合し

安否確認を行うものです。 

※ 災害発生から 72 時間（3 日間）が、人命救助において重要であるとされています。  

阪神・淡路大震災の教訓から、消防や警察、自衛隊などの公的機関による救助よりも、近隣住民による迅速な救出 

活動が、公的機関による救助より高い生存率につながることが分かっています。 

 

◆班単位等による安否確認の流れ 

① 自治会の各班単位等で定めた集合場所へ、地震が発生（震度４以上など）した場合には、班員全員  

が集合場所に集まってください。（地域毎に決められている黄色い旗などを用いて確認する方法でも 

構いません。） 

② 地震発生時には、班単位の集合場所で、班長等が班内の世帯員の安否状況を聞き取り調査し、「班 

別安否確認シート 様式第 8-3 号（別冊様式集 P15）に取りまとめてください。 

③ 班長等は、班員から聞き取り調査した結果を公会堂等の自主防災隊の災害対策本部に報告してくだ 

さい。 

④ 無事であった班員は、班内の安否不明者の所在確認や必要に応じ救出・救助を行ってください。  

また、班員全員が無事だった場合には、協力できる方は、自主防災隊の本部へ集まり、自主防災隊  

の活動に協力してください。 

⑤ 特に一人暮らしの高齢者など、災害時の避難に支援が必要な方がいる世帯には、積極的に声を掛け、 

安否確認を行ってください。 

⑥ 自主防災隊役員は、把握した安否情報を基に、自主防災隊・災害対策本部（公会堂等）に集合した班  

員と協力して、自治会住民の捜索、救出・救助活動及び初期消火等を行ってください。 
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   令和７年７月５日総合防災訓練説明会説明資料  

袋井市の安否確認の基本方針 

 袋井市では、発災後３日（72 時間）を過ぎると生存率が著しく低下（人命救助のタイムリミット）することから、

公助（消防、自衛隊など）が届くまでの間に、自主防災隊による迅速な「安否確認」と「被害状況確認」により、共

助による「応急救助」、「応急手当」活動につなげ、人命救助を行うこととする。 

 このため、市が、市内に居住するすべての人々（住民票の有無は問いません）の安否確認を、自主防災隊（自治会）の協力を得

て行い、その結果を取りまとめ、効果的な支援につなげる。 

 
 

・自治会（自主防災隊）は、世帯毎に自主防災台帳を作成し、自治会が管理  

する。  

・班長は、発災時速やかに安否確認を行うため、事前に班内の各世帯の情報  

を可能な範囲で確認し、「班別安否確認シート」の「世帯名」や「世帯人  

数」などの欄をあらかじめ記載しておく。  

 
 

・班長（代表者）が、班で決めた集合場所において各世帯の安否確認を実施  

する。  

 ※安否確認の方法は、各地域独自の安否確認方法（安否確認カードや、黄  

色ハンカチまたはフラッグなどの掲揚）を用いて行うことも可能とす  

る。  

・自主防災隊長は、班長からの安否情報、被害情報をとりまとめ、自主連合  

防災隊本部へ報告する。  

・自主連合防災隊長は、管轄する自主防災隊分をとりまとめ、市（支部）へ  

報告する。  

安否確認の原則  

平時 

発災時 
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班単位等による安否確認の流れ 

①自治会の各班単位で集合場所(一時避難場所)を決めておいてください。  

②自治会の各班の人数を把握(できる範囲)しておいてください。  
事前準備  
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【災害発生時の活動】  
 安否等の確認（①家族は全員無事か。②自宅の被災はあるか。③周辺で火事や家屋倒壊などはないか等）を

行ってください。また、一人暮らしの高齢者など、災害時の避難に支援が必要な方がいる場合は、班員が積

極的に声を掛け、安否確認を行ってください。 

【班単位での活動】（Ｐ18）  
自治会の各班単位等で定めた集合場所へ、地震が発生（震度４以上など）した場合には、班員全員が集合

場所に集まってください。 

地震発生時には、班単位の集合場所で、班長等が班内の世帯員の安否状況を聞き取り調査し、「班別安否確認

シート  様式第 8-3 号（別冊様式集  P18）に取りまとめてください。 

班長等は、班員から聞き取り調査した結果を公会堂等の自主防災隊の災害対策本部に報告してください。  

無事であった班員は、班内の安否不明者の所在確認や必要に応じ救出・救助を行ってください。 

また、班員全員が無事だった場合には、協力できる方は、自主防災隊の本部へ集まり、自主防災隊   

の活動に協力してください。 

特に一人暮らしの高齢者など、災害時の避難に支援が必要な方がいる世帯には、積極的に声を掛け、安否確

認を行ってください。 

自主防災隊役員は、把握した安否情報を基に、自主防災隊・災害対策本部（公会堂等）に集合した班員と協

力して、自治会住民の捜索、救出・救助活動及び初期消火等を行ってください。 

津波避難はてんでんこ！  

津波の恐れがある場合  

①報告及び救援要請  ②救援に向かう  

 ●各班から報告された安否情報を［自治会安否確認シート］に取りまとめ、市災害対策本部の支

部に参集している自主連合防災隊長へ報告してください。 
 ●自主防災隊で対応しきれない被害が起きた場合などは、市災害対策本部の支部へ救援要請を行

ってください。  

 ●把握した安否情報・被害状況をもとに、集まった人手と自主防災隊の資機材を活用し、捜索、

救出・救助、消火活動を実施してください。（自治会内の共助）  

 ●公会堂等での避難生活が困難となり、市指定避難所に避難が必要になった場合は、市災害対策

本部の支部に参集している自主連合防災隊長に連絡し、災害対策本部の支部から開設する市指

定避難所の連絡を受けた後に、市指定避難所に避難を開始してください。 

市指定避難所へ  

避難  
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◆避難所以外の場所に滞在する人々に物資や情報を届けるためのしくみづくり 
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自主防災隊平常時の活動について（お願い） 

１ 自主防災隊にお渡ししている①～③のマニュアルの引継ぎをお願いします。 

①地域防災活動マニュアル【県】 ②避難所運営マニュアル【県】 ③避難所運営マニュアル【市】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 自主防災隊が保有する資機材の定期的な点検をお願いします。 

３ 自主防(自治会)台帳の整備をお願いします。（個人情報の配慮、適正な保管・管理をお願いします。） 

※様式については、市ＨＰに掲載しています。印刷物が必要な場合は、危機管理課へご連絡ください。 

４ 防災意識の向上を図るため、研修会等の実施をお願いします。 

危機管理課職員等が実施する防災講話についても適宜ご活用ください。 

  ※「防災講話申込書（別冊様式集Ｐ21）」を危機管理課（防災センター３階）へご提出してください。 



23 
 

袋井市災害時避難行動要支援者計画（個別計画）について 

 

災害時避難行動要支援者計画とは、災害時に避難の手助けが必要な方（要支援者）がスムーズに避難

できるよう事前に「避難の際に必要な支援はなにか」、「誰がサポートするのか」などを書いておき、

支援を行う人（自治会、民生委員、自主防災隊、行政）と事前に共有を行う、一人ひとりの状況に合わ

せた避難計画です。 

 

民生委員・児童委員、自治会長と協力し、「災害時避難行動要支援者計画（個別計画）」の策定をお 

願いします。 

 

※計画策定が必要な方 ・・・ 身体及び家庭の状況などにより、災害時において自ら避難すること  

が特に困難で、避難の手助け（共助）が必要な方 

 

（１）最新の情報を反映させるため、毎年１度更新（９月予定）をお願いします。 

（２）自主防災隊長、自治会長及び民生委員・児童委員で協議の上、要支援者や地域の状況に合わせ 

た支援者の選定をお願いします。 

詳細は、７月４日（土）に実施予定の防災訓練説明会で改めてご説明します。 
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＜策定までのスケジュールについて＞ 

 

 

日 程 内      容 担 当 者 

７月上旬 

～ 

７月下旬 

①個別計画書の配付（民生委員･児童委員の会議で依頼）  
・新規作成依頼（個人情報提供の同意者） 
・過去に作成済みの個別計画の更新依頼 

市（しあわせ推進課）  

 ↓  

民生委員・児童委員  

８月中旬 

 

 

 

②個別計画の内容を本人に再確認 
・民生委員･児童委員が主体となり、戸別訪問等で、本人が在宅で、個人情

報の提供に同意していることを再確認 
・確認後、個別計画を配布し、本人や代理人に記入していただく。  

※確認ができない場合は、市へご連絡ください。 
③再確認し回収した個別計画を自主防災隊長に渡す。 

民生委員・児童委員  

 ↓  

自主防災隊長  

８月中旬 

～ 

９月上旬 

④避難支援者の選定 
・自主防災隊長が主体となり、自治会長、民生委員･児童委員等と連携を図

り、避難支援者の選定を願います。 
⑤個別計画の提出 
・自主防災隊長は、作成した個別計画を市へ提出してください。  

自主防災隊長  

 ↓  

市（しあわせ推進課）  

 

10月 

～ 

11月 

⑥個別計画の配布 
・市から民生委員･児童委員、自主防災隊長に個別計画を配布いたしますの

で、避難支援者、要援護者本人、自治会長に配布をお願いします。  

市（しあわせ推進課）  

 ↓  

左記関係者に配布  

配布後 

(作成後) 

 

⑦個別計画の活用・更新 
・個別計画を利用した防災訓練を実施するなど、各地域で有効にご活用いた

だくとともに、随時更新もお願いいたします。 

自治会長、自主防災隊長、

民生委員児童委員  
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＜水消火器の貸し出しについて＞ 

１申請 

借用を希望する日の一週間前までに「水消火器借用申請書（別冊様式集Ｐ19）」を危機管理課又は浅羽 

支所市民サービス課へ提出してください。 

２貸出 

準備が整いましたら自主防災隊長へご連絡いたします。 

使用する日の前日までに防災センターで貸し出しをします。 

３返却 

使用後、土日、祝日を除く、午前８時 30 分から午後５時までに防災センターへ返却してください。 

 

※ 希望が多い場合は、本数を調整する場合がありますのでご了承ください。 

《参考》粉末消火器の廃棄について   

市役所、消防署では消火器の処分は行っておりませんので、①、②の方法でご対応ください。 

① 新しい消火器を購入する際に古いものを引き取ってもらう。 

② 防災資機材取り扱い業者に、有料で回収してもらう。 

 

  次に掲載した３業社には、有料で回収を行っていることを確認しています。 
 

業 者 名         住   所 電 話 番 号      

 旭産業㈱ 浜松営業所  浜松市中央区植松町1460-28 053-465-1218 

 平和産業㈱  浜松市中央区助信町24-22 053-471-5158 

 ㈱日本防火研究所  浜松市中央区和田町701 053-461-1373 

 

 

QR コードからも 

申請できます！ 
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＜可搬ポンプ・ろ水機の修理について＞ 

可搬ポンプ、ろ水機は市からの貸与品です。 

故障したら、「可搬ポンプ・ろ水機修理依頼書」（別冊様式集Ｐ20）を市へ提出してください。 

 

◆修理までの流れ 

① 修理依頼書を市に提出してください。 

② 修理業者から自主防災隊へ日程調整の連絡をします。 

③ 平日に業者が、保管場所への出張し可搬ポンプ、ろ水機を回収、修理後に返却します。 

    ※自主防災隊のご連絡先は、自主防災隊長に限らず、平日に対応が可能な方でお願いいたします。 

 

 ※ 市が修理費用を負担する範囲 

・可搬ポンプ…可搬ポンプ本体、台車、吸管、蛇篭（ホース、筒先は除く） 

・ろ水機…ろ水機本体（カートリッジ、試薬は除く） 

 

 

 

《参考》消防ホースの修理について 

消防ホースについては、修理は出来ません。 

※購入については自主防災対策事業補助金の対象資機材になります。 

 

 

 

「可搬ポンプ・ろ水機」の修理について 

【問合せ先】危機管理課 災害対策係（℡：86-3701） 

【依頼書提出先】袋井市防災センター３階（ＦＡＸ:86-5522） 

QR コードからも 

申請できます！ 
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＜地域防災対策会議等の開催について＞ 

 災害時等における相互の連携強化を図るとともに、各地区で策定した地震対策の取組の実践を行う 

ため、市災害対策本部各支部で、管内の自主防災組織や自治会・自治会連合会と支部職員（市職員）、 

地区内防災関係機関（避難所施設の職員）等により「地域防災対策会議」の開催をお願いします。 

 

＜開催時期＞ 

次の時期を目安に年３回の開催をお願いします。 

① 年度当初（５月頃） 

  顔合わせ、自主防災隊の活動の確認（参集基準や役割、避難所運営等）、防災訓練等の活動計画、 

前年度の活動内容を踏まえた、今年度の地震対策の取組について など  

② 総合防災訓練前（７月頃） 

  ８月 30 日（日）に実施する総合防災訓練の実施内容の検討について など 

③ 静岡県・磐田市・袋井市・森町総合防災訓練前（９月頃） 

  11 月 15 日(日)に実施する静岡県・磐田市・袋井市・森町総合防災訓練の実施内容の確認について 

 など 
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＜防火防災訓練時の補償について【防火防災訓練災害補償等共済：(公財)日本消防協会】＞ 

市では、自主防災隊などが行う防災訓練に参加した方が、万一、傷害を負われたり、傷害による死亡 

事故が発生した場合に、補償を受けられる制度に加入しています。 

 

１ 補償の対象となる訓練 

① 市や消防署が主催する防火防災訓練 

② 自主防災隊などが主催する防火防災訓練 

  ※事前に「自主防災隊活動計画書（別冊様式集Ｐ１）」の届出があった訓練が対象になります。 

 

２ 補償の種類（防火防災訓練災害補償等共済契約約款による） 

① 傷害により死亡した場合          … 最高 5,000 万円 

② 傷害を受け、障害が生じた場合       … 最高 5,000 万円 

③ 医師の治療を受けるため、入院した場合   … 3,500 円×日数（最大 90 日） 

④ 医師の治療を受けるため、１週間以上通院した場合   … 2,500 円×日数（最大 90 日） 

⑤ 傷害を受け、それにより就業できない場合  … 3,000 円×日数（最大 90 日） 

 

 

補償の対象となる事故が発生した場合には、速やかに、危機管理課（℡：86-3701）へ連絡をお願いします。 
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防災啓発チラシをご活用ください 

 

 

 

①地域防災情報の入手はメール・LINE で受信できる「メローねっと」を利用しよう！ 
 通常版             やさしい日本語版        ナッジ（そっと後押しする仕組み）版 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

チラシが必要な方は次の QR コードから申請できます！ 
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②住み慣れた我が家の安全確保！耐震補強工事は家族を守ります 
③いざという時のために「防災ベッド」「耐震シェルター」で命を守る備えを。    
④耐震性がない木造住宅の取壊しには補助制度のご利用を！！         
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⑤家具はガッチリ固定補助制度を利用しましょう！！    

  通常版               ナッジ（そっと後押しする仕組み）版 
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⑥瓦を風からまもります“耐風改修”  

⑦あなたの家のブロック塀は安全ですか？危険なブロック塀をなくそう  
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⑧備えると蓄えること。非常持出し品を今すぐ準備しよう。 

  通常版                    やさしい日本語版  
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⑨感震ブレーカーは、地震の時、自動で電気を遮断。設置しましょう。 

⑩災害時における備蓄物資について  
⑪「命」を守るセールスマン【重点項目】水とトイレの備蓄をしましょう！！ 
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⑫大規模災害時の応急救護について 

⑬未来 CreateClub チラシについて（防災バッグを準備しよう） 
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⑭災害時の備蓄は「食べ慣れた食品」も活用しよう！ 

⑮そうだ！！「携帯トイレ」も備蓄しよう！ 
⑯南海トラフ地震－その時の備え－【南海トラフ地震臨時情報について】 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



駅前 浅北 方丈 宇刈 － 川井 浅東 東一 － 愛野 浅南 袋西 － 東二 呼出 高尾 今井 袋北 笠原 田原 浅西 三川 下山 ボラ 袋井 高南 － 豊沢 北四 上山

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch

1ch 4隊 ●

2ch 7隊 ● ○ ○

3ch 5隊 ●

4ch 9隊 ○ ● ○ ○ ○

5ch － －

6ch 4隊 ●

7ch 4隊 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

8ch 9隊 ● ○

9ch － －

10ch 6隊 ● ○

11ch 8隊 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12ch 3隊 ●

13ch － －

14ch 3隊 ○ ●

15ch －

16ch 5隊 ●

17ch 11隊 ○ ○ ● ○

18ch 16隊 ○ ○ ●

19ch 9隊 ○ ○ ● ○ ○ ○

20ch 4隊 ● ○

21ch 10隊 ●

22ch 6隊 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○

23ch 3隊 ○ ○ ○ ○ ●

24ch － ●

25ch 3隊 ●

26ch 8隊 ○ ●

27ch － ○ ○ ○ － ○

28ch 7隊 ○ ●

29ch 4隊 ○ ○ ●

30ch 7隊 ○ ○ ○ ○ ●

１　●印は、自主連合防災隊で使用するチャンネル
２　○印は、自主連合防災隊間で混信しないチャンネル
３　市災害対策本部各支部を中心に半径４㎞の円が重ならない場合を混信しないチャンネルとした。
４　トランシーバーは市からの貸与品ではありません。トランシーバーに関するお問い合わせは業者までお願いいたします。

自主連合
防災隊名

ch
自主
防災
隊数

駅前

浅羽北

2026（令和８）年４月１日現在袋井市自主連合防災隊別トランシーバーチャンネル一覧表

方丈

宇刈

－

川井

浅羽東

袋井東一

－

愛野

浅羽南

袋井西

－

袋井東二

高南

呼出

高尾

今井

袋井北

笠原

田原

－

豊沢

袋井北四町

上山梨

　　取扱い業者：富士システム通信株式会社　掛川市南２丁目１-19　ＦＳビル　電話：0537-24-5350　※他の業者でも対応できます

浅羽西

三川

下山梨

ボランティア本部

袋井
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〒437-0012

袋井市国本2907番地

袋井消防庁舎・袋井市防災センター３階

bousai@city.fukuroi.shizuoka.jp SUZUKI　Kazuhiro

令和８年度袋井市危機管理部　座席表

危機管理部長

すずき　ひろまさ

鈴木　浩方

危機管理課長

すずき　かずひろ

鈴木　一弘

SUZUKI　Hiromasa

【災害対策係（消防団担当）】 【災害対策係】

NISHINA Megumi

に し な め ぐ み

副主任（事）

仁 科 め ぐ み

会 計 年 度 任 用 職 員

TEL:0538-86-3701

FAX:0538-86-5522

FUJIE Masaru
【担当業務】
　同報無線など機器に関すること

【担当業務】
　消防団に関すること

【担当業務】
　消防団に関すること

HAGITA　Hirotaka

【防災減災推進係】

会 計 年 度 任 用 職 員

ひ ら の ち よ こく ぼ の と も き か も も も か

ほ ん だ よ し か つ や ま だ ゆ う い ち

課長補佐兼防災減災推進係長

しもはた　こうじ

下畑　広二

SHIMOHATA　Kouji

事 務 官 主 査

HIRANO Chiyoko

本 多 芳 勝 山 田 悠 一
HONDA Yoshikatsu YAMADA Yuichi

【担当業務】
　アクションプランや原子力防災に関する
こと

【担当業務】
　静岡県・磐田市、袋井市、森町総合防災
訓練に関すること

副主任（事）
あ か ほ り は る か

赤 堀 春 香平 野 千 代 子

AKAHORI Haruka
【担当業務】
　地域防災計画に関すること

SUZUKI Manabu

お お ば た い と

会 計 年 度 任 用 職 員
OOBA Taito

ふ じ え ま さ る

副主任（事） 副主任（事）

大 場 泰 斗 藤 江 潤

KUBONO Tomoki KAMO Momoka

TEL:0538-86-3703

FAX:0538-86-5522

窪 野 知 輝 加 茂 桃 蘭

主幹兼災害対策係長

はぎた　ひろたか

萩田　啓高

【担当業務】
　補助金・家具固定に関すること

TEL:0538-86-5577

FAX:0538-86-5522

主 任 主 査 主 査
く の か つ や す ず き ま な ぶ

久 野 勝 也 鈴 木 学
KUNO Katsuya

【担当業務】
　自主防災隊・訓練に関すること
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